
（歳入） 地方消費税交付金（社会保障財源化分） 39,940千円

（歳出） 地方消費税交付金（社会保障財源化分）が充てられる社会保障施策に要する経費 499,396千円

【社会保障施策に要する経費】 （単位：千円）

国・道支出金 地方債 その他
地方消費税交付金

（社会保障財源化分）
その他

194,491 139,357 0 977 8,462 45,695

41,287 2,663 1,900 1,922 5,438 29,364

98,785 31,852 0 26,840 6,265 33,828

334,563 173,872 1,900 29,739 20,165 108,887

28,547 14,927 0 0 2,128 11,492

58,735 4,499 0 0 8,475 45,761

56,146 9,893 0 0 7,227 39,026

143,428 29,319 0 0 17,830 96,279

7,193 1,367 4,200 0 254 1,372

5,793 95 0 12 888 4,798

8,419 595 0 2,693 802 4,329

21,405 2,057 4,200 2,705 1,944 10,499

499,396 205,248 6,100 32,444 39,940 215,665

※地方消費税交付金（社会保障財源化分）は、各事業に要する一般財源の比率に応じて按分して充当しています。

令和3年度一般会計決算における地方消費税交付金（社会保障財源化分）が充てられる社会保障施策に要する経費

区分 事業名
令和3年度
決算額

財源内訳

特定財源 一般財源

合　　　　　計

社会福祉

障害者福祉事業

高齢者福祉事業

児童福祉事業

小　　　計

社会保険

国民健康保険事業

介護保険事業

後期高齢者医療事業

小　　　計

保健衛生

医療施策事業

疾病予防対策事業

健康増進対策事業

小　　　計


